
トピックス
Ⅰ介護施設等における虐待防止体制の整備
運営基準の改正（Ｒ３．４．１）により全ての介護サービス事業者を対象に
次の項目が義務付けられました。

３年の経過措置期間が設けられていますが、令和３年４月１日
から努力義務として施行されていますので、各事業所につきま
しては体制整備に努めてください。
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Ⅱ新型コロナウイルスの感染拡大時における
高齢者虐待への対応

外出自粛等により

高齢者が外出を控

え、居宅で長い時

間を過ごす

養護者の生活不

安やストレスの

増加が予測

養護者の

介護疲れ

高齢者虐待の

発生・深刻化

が懸念

早期発見・未然防止のために関係機関との連携・協働
の必要性が重要視されています。

法・マニュアルに基づく適切な対応をお願いします。


